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議案第１０号 

 

   令和８年度矢吹町一般会計予算 

 

 令和８年度矢吹町一般会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８，９５４，７００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、 

「第２表 債務負担行為」による。 

（地 方 債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、 

「第３表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第４条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、８００，０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

(2) 各項に計上した需用費（食糧費を除く。）及び役務費（保険料を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの 

  経費の各項の間の流用 

 

  令和８年３月６日提出 

          矢 吹 町 長  蛭 田 泰 昭 
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歳  入 （単位：千円）

1 2,657,432

1 町 民 税 947,491

2 固 定 資 産 税 1,461,625

3 軽 自 動 車 税 61,102

4 町 た ば こ 税 172,992

5 入 湯 税 14,222

2 104,858

1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 25,000

2 自 動 車 重 量 譲 与 税 74,000

3 森 林 環 境 譲 与 税 5,858

3 4,500

1 利 子 割 交 付 金 4,500

4 30,000

1 配 当 割 交 付 金 30,000

5 55,000

1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 55,000

6 510,000

1 地 方 消 費 税 交 付 金 510,000

7 50,000

1 法 人 事 業 税 交 付 金 50,000

8 12,000

1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 12,000

9 1,000

1 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金 1,000

10 26,000

1 地 方 特 例 交 付 金 26,000

自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金

地 方 特 例 交 付 金

地 方 消 費 税 交 付 金

法 人 事 業 税 交 付 金

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

配 当 割 交 付 金

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

地 方 譲 与 税

利 子 割 交 付 金

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

款 項 金 　　額

町 税
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（単位：千円）

11 2,126,977

1 地 方 交 付 税 2,126,977

12 1,500

1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 1,500

13 2,557

1 分 担 金 600

2 負 担 金 1,957

14 87,635

1 使 用 料 80,845

2 手 数 料 6,790

15 1,278,626

1 国 庫 負 担 金 827,581

2 国 庫 補 助 金 445,027

3 国 庫 委 託 金 6,018

16 786,786

1 県 負 担 金 447,142

2 県 補 助 金 318,723

3 県 委 託 金 20,921

17 12,281

1 財 産 運 用 収 入 12,281

2 財 産 売 払 収 入 0

18 121,001

1 寄 附 金 121,001

19 81,600

1 基 金 繰 入 金 81,600

20 100,000

寄 附 金

繰 入 金

繰 越 金

財 産 収 入

県 支 出 金

使 用 料 及 び 手 数 料

国 庫 支 出 金

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

分 担 金 及 び 負 担 金

款 項 金　　　　　額

地 方 交 付 税
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（単位：千円）

20 1 繰 越 金 100,000

21 61,547

1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 3,000

2 町 預 金 利 子 1,460

3 雑 入 57,087

22 843,400

1 町 債 843,400

8,954,700歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計

諸 収 入

町 債

款 項 金　　　　　額

繰 越 金
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歳   出 （単位：千円）

1 100,224

1 議 会 費 100,224

2 1,472,977

1 総 務 管 理 費 1,275,984

2 徴 税 費 127,360

3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 44,091

4 選 挙 費 18,262

5 統 計 調 査 費 6,677

6 監 査 委 員 費 603

3 2,369,343

1 社 会 福 祉 費 1,099,950

2 児 童 福 祉 費 1,269,393

4 910,210

1 保 健 衛 生 費 638,119

2 清 掃 費 249,091

3 水 道 費 23,000

5 1,900

1 労 働 諸 費 1,900

6 834,279

1 農 業 費 800,521

2 林 業 費 14,225

3 遊 水 地 対 策 費 19,533

7 240,582

1 商 工 費 240,582

8 616,383

1 土 木 管 理 費 24,789

商 工 費

土 木 費

労 働 費

農 林 水 産 業 費

衛 生 費

民 生 費

総 務 費

款 項 金　　　　　額

議 会 費
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（単位：千円）

8 2 道 路 橋 り ょ う 費 292,227

3 河 川 費 630

4 都 市 計 画 費 254,950

5 住 宅 費 43,787

9 290,703

1 消 防 費 290,703

10 1,352,710

1 教 育 総 務 費 307,779

2 小 学 校 費 85,986

3 中 学 校 費 61,980

4 幼 稚 園 費 297,230

5 社 会 教 育 費 384,858

6 保 健 体 育 費 214,877

12 750,389

1 公 債 費 750,389

13 15,000

1 予 備 費 15,000

8,954,700歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計

公 債 費

予 備 費

教 育 費

消 防 費

款 項 金　　　　　額

土 木 費
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第 ２ 表　債務負担行為

事　　　　　　　項 期　　　　間 限　　　　度　　　　額

自　令和８年度

至　令和１２年度

自　令和８年度

至　令和１２年度

矢 吹 町 放 課 後 児 童 ク ラ ブ
運 営 業 務 委 託 料

４６４，２８０千円

矢 吹 町 保 健 福 祉
セ ン タ ー 指 定 管 理 料

４１，２５０千円
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第 ３ 表　地方債

起　債　の　目　的 限度額 起債の方法 利　　　　 率 借　入　先 償　　　　　　還　　　　　　の　　　　　　方　　　　　　法

千円 ５．０％以内 財政融資資金 　 起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

は債券発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

千円 ５．０％以内 財政融資資金 　 起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

は債券発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

千円 ５．０％以内 財政融資資金 　 起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

は債券発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

千円 ５．０％以内 財政融資資金 　 起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

は債券発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

千円 ５．０％以内 財政融資資金 　 起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

は債券発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

千円 ５．０％以内 財政融資資金 　 起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

は債券発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

庁 舎 改 修 事 業 債 1,500
（ただし、利率見直し方式で
借り入れる資金について、
利率の見直しを行った後に
おいては、当該見直し後の
利率）

地 域 集 会 所 改 修 事 業 債 800
（ただし、利率見直し方式で
借り入れる資金について、
利率の見直しを行った後に
おいては、当該見直し後の
利率）

公共施設等適正管理推進
事 業 債 （ 観 光 施 設 ）

94,400
（ただし、利率見直し方式で
借り入れる資金について、
利率の見直しを行った後に
おいては、当該見直し後の
利率）

公 共 施 設 等 整 備 事 業 債
（ 除 却 ）

142,100
（ただし、利率見直し方式で
借り入れる資金について、
利率の見直しを行った後に
おいては、当該見直し後の
利率）

健 康 セ ン タ ー 改 修 事 業 債 1,400
（ただし、利率見直し方式で
借り入れる資金について、
利率の見直しを行った後に
おいては、当該見直し後の
利率）

農 地 整 備 事 業 債 370,000
（ただし、利率見直し方式で
借り入れる資金について、
利率の見直しを行った後に
おいては、当該見直し後の
利率）
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起　債　の　目　的 限度額 起債の方法 利　　　　 率 借　入　先 償　　　　　　還　　　　　　の　　　　　　方　　　　　　法

千円 ５．０％以内 財政融資資金 　 起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

は債券発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

千円 ５．０％以内 財政融資資金 　 起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

は債券発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

千円 ５．０％以内 財政融資資金 　 起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

は債券発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

千円 ５．０％以内 財政融資資金 　 起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

は債券発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

千円 ５．０％以内 財政融資資金 　 起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

は債券発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

千円 ５．０％以内 財政融資資金 　 起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

は債券発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

地 方 道 路 等 整 備 事 業 債 62,000
（ただし、利率見直し方式で
借り入れる資金について、
利率の見直しを行った後に
おいては、当該見直し後の
利率）

緊 急 自 然 災 害
防 止 対 策 事 業 債 （ 道 路 ）

34,000
（ただし、利率見直し方式で
借り入れる資金について、
利率の見直しを行った後に
おいては、当該見直し後の
利率）

公 営 住 宅 改 修 事 業 債 2,700
（ただし、利率見直し方式で
借り入れる資金について、
利率の見直しを行った後に
おいては、当該見直し後の
利率）

緊 急 防 災 減 災 事 業 債 10,000
（ただし、利率見直し方式で
借り入れる資金について、
利率の見直しを行った後に
おいては、当該見直し後の
利率）

社会教育施設整備事業債 20,200
（ただし、利率見直し方式で
借り入れる資金について、
利率の見直しを行った後に
おいては、当該見直し後の
利率）

地 区 公 民 館 改 修 事 業 債 28,200
（ただし、利率見直し方式で
借り入れる資金について、
利率の見直しを行った後に
おいては、当該見直し後の
利率）
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起　債　の　目　的 限度額 起債の方法 利　　　　 率 借　入　先 償　　　　　　還　　　　　　の　　　　　　方　　　　　　法

千円 ５．０％以内 財政融資資金 　 起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

は債券発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

千円 ５．０％以内 財政融資資金 　 起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

は債券発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

千円 ５．０％以内 財政融資資金 　 起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

は債券発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

千円 ５．０％以内 財政融資資金 　 起債日から３０年以内（内据置５年以内）の期間において政府資金につい

普通貸借又 銀 行 てはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するとこ

は債券発行 そ の 他 ろによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還又は低利に借り換えをすることができる。

地 域 活 性 化 事 業 債 47,700
（ただし、利率見直し方式で
借り入れる資金について、
利率の見直しを行った後に
おいては、当該見直し後の
利率）

学 校 教 育 施 設 等 整 備
事 業 債 （ 中 学 校 ）

6,000
（ただし、利率見直し方式で
借り入れる資金について、
利率の見直しを行った後に
おいては、当該見直し後の
利率）

デ ジ タ ル 活 用 推 進
事 業 債 （ 中 学 校 ）

7,800
（ただし、利率見直し方式で
借り入れる資金について、
利率の見直しを行った後に
おいては、当該見直し後の
利率）

デ ジ タ ル 活 用 推 進
事 業 債 （ 小 学 校 ）

14,600
（ただし、利率見直し方式で
借り入れる資金について、
利率の見直しを行った後に
おいては、当該見直し後の
利率）
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議案第１１号 

 

   令和８年度矢吹町国民健康保険特別会計予算 

 

 令和８年度矢吹町国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，６３９，３４０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１００，０００千円と 

定める。 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に、過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の間の流用 

 

  令和８年３月６日提出 

          矢 吹 町 長  蛭 田 泰 昭 
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歳   入 （単位：千円）

1 323,313

1 国 民 健 康 保 険 税 323,313

2 21

1 手 数 料 21

3 1,871

1 国 庫 補 助 金 1,871

4 1,119,182

1 県 補 助 金 1,119,181

2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 1

5 646

1 財 産 運 用 収 入 646

6 191,199

1 他 会 計 繰 入 金 121,918

2 基 金 繰 入 金 69,281

7 1

1 繰 越 金 1

8 3,106

1 延 滞 金 ， 加 算 金 及 び 過 料 2,002

2 受 託 事 業 収 入 1

3 雑 入 1,103

9 1

1 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金 1

1,639,340歳 入 合 計

諸 収 入

町 債

繰 入 金

繰 越 金

県 支 出 金

財 産 収 入

使 用 料 及 び 手 数 料

国 庫 支 出 金

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

款 項 金 額

国 民 健 康 保 険 税
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歳   出 （単位：千円）

1 40,541

1 総 務 管 理 費 39,294

2 徴 税 費 1,114

3 運 営 協 議 会 費 133

2 1,125,941

1 療 養 諸 費 983,470

2 高 額 療 養 費 135,768

3 移 送 費 200

4 出 産 育 児 一 時 金 5,003

5 葬 祭 諸 費 1,500

6 傷 病 手 当 金 0

3 421,197

1 医 療 給 付 費 分 279,939

2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 105,747

3 介 護 納 付 金 分 35,511

4 1

1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 1

5 42,806

1 特 定 検 診 診 査 等 事 業 費 23,467

2 保 健 事 業 費 19,339

6 648

1 基 金 積 立 金 648

7 103

1 公 債 費 102

2 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金 1

8 3,103

公 債 費

諸 支 出 金

保 健 事 業 費

基 金 積 立 金

国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金

財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金

保 険 給 付 費

款 項 金　　　　　額

総 務 費
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（単位：千円）

8 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 3,102

2 延 滞 金 1

9 5,000

1 予 備 費 5,000

1,639,340

予 備 費

歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計

款 項 金　　　　　額

諸 支 出 金
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議案第１２号 

 

   令和８年度矢吹町土地造成事業特別会計予算 

 

 令和８年度矢吹町土地造成事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３７３千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２０，０００千円と 

定める。 

 

  令和８年３月６日提出 

          矢 吹 町 長  蛭 田 泰 昭 
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歳   入 （単位：千円）

1 373

1 繰 越 金 373

373歳 入 合 計

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

款 項 金 額

繰 越 金
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歳   出 （単位：千円）

1 373

1 土 地 造 成 事 業 費 373

373歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計

款 項 金　　　　　額

土 地 造 成 事 業 費
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議案第１３号 

 

   令和８年度矢吹町介護保険特別会計予算 

 

 令和８年度矢吹町介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，７０３，１５５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１００，０００千円と 

定める。 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に、過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の間の流用 

 

  令和８年３月６日提出 

          矢 吹 町 長  蛭 田 泰 昭 
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歳   入 （単位：千円）

1 343,000

1 介 護 保 険 料 343,000

2 1

1 手 数 料 1

3 372,130

1 国 庫 負 担 金 266,548

2 国 庫 補 助 金 105,582

4 432,757

1 支 払 基 金 交 付 金 432,757

5 243,114

1 県 負 担 金 224,848

2 県 補 助 金 18,266

6 52

1 財 産 運 用 収 入 52

7 300,028

1 一 般 会 計 繰 入 金 272,140

2 基 金 繰 入 金 27,888

8 12,072

1 雑 入 12,071

2 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 1

9 1

1 繰 越 金 1

1,703,155歳 入 合 計

諸 収 入

繰 越 金

財 産 収 入

繰 入 金

支 払 基 金 交 付 金

県 支 出 金

使 用 料 及 び 手 数 料

国 庫 支 出 金

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

款 項 金 額

保 険 料
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歳   出 （単位：千円）

1 58,878

1 総 務 管 理 費 45,874

2 徴 収 費 1,299

3 介 護 認 定 審 査 会 費 11,457

4 趣 旨 普 及 費 159

5 運 営 協 議 会 費 89

2 1,512,021

1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 1,365,784

2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 46,908

3 そ の 他 諸 費 1,326

4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 35,876

5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 5,968

6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 56,159

3 126,703

1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業費 90,437

2 一 般 介 護 予 防 事 業 費 374

3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 35,563

4 そ の 他 諸 費 199

5 高 額 総 合 事 業 サ ー ビ ス 費 130

4 52

1 基 金 積 立 金 52

5 501

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 501

6 5,000

1 予 備 費 5,000

1,703,155

諸 支 出 金

予 備 費

歳 出 合 計

基 金 積 立 金

地 域 支 援 事 業 費

保 険 給 付 費

款 項 金 額

総 務 費
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議案第１４号 

令和８年度矢吹町後期高齢者医療特別会計予算 

令和８年度矢吹町後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２８４，４０５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１００，０００千円と 

定める。 

令和８年３月６日提出 

矢 吹 町 長 蛭 田 泰 昭 
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歳   入 （単位：千円）

1 211,072

1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 211,072

2 2

1 手 数 料 2

3 1

1 寄 附 金 1

4 72,774

1 一 般 会 計 繰 入 金 72,774

5 1

1 繰 越 金 1

6 555

1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 2

2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 550

3 貸 付 金 収 入 1

4 受 託 事 業 収 入 1

5 雑 入 1

284,405歳 入 合 計

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

使 用 料 及 び 手 数 料

寄 附 金

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

款 項 金 額

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料
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歳   出 （単位：千円）

1 8,875

1 総 務 管 理 費 8,345

2 徴 収 費 530

2 274,978

1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 274,978

3 551

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 550

2 繰 出 金 1

4 1

1 予 備 費 1

284,405

予 備 費

歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計

後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金

諸 支 出 金

款 項 金　　　　　額

総 務 費
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と

定
め

る
。

　
(
予

定
支

出
の

各
項

の
経

費
の

金
額

の
流

用
)

第
 7

 条
　

予
定

支
出

の
各

項
の

経
費

の
金

額
を

流
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

場
合

は
、

次
の

と
お

り
と

定
め

る
。

　
(
1
)
　

営
業

費
用

と
営

業
外

費
用

の
間

　
(
議

会
の

議
決

を
経

な
け

れ
ば

流
用

す
る

こ
と

の
で

き
な

い
経

費
)

第
 8

 条
　

次
に

掲
げ

る
経

費
に

つ
い

て
は

、
そ

の
経

費
の

金
額

を
、

そ
れ

以
外

の
経

費
の

金
額

に
流

用
し

、

　
 又

は
そ

れ
以

外
の

経
費

を
そ

の
経

費
の

金
額

に
流

用
す

る
場

合
は

、
議

会
の

議
決

を
経

な
け

れ
ば

な
ら

 
 
 
な

い
。

　
(
1
)
　

職
員

給
与

費
2
3
,
2
8
1
千

円
 
 

　
(
他

会
計

か
ら

の
補

助
金

)

第
 9

 条
　

水
道

事
業

運
営

を
補

助
す

る
た

め
、

一
般

会
計

か
ら

こ
の

会
計

へ
補

助
を

受
け

る
金

額
は

、

　
 
1
0
,
0
0
0
千

円
で

あ
る

。

　
(
た

な
卸

資
産

の
購

入
限

度
額

)

第
 1

0
 条

　
た

な
卸

資
産

の
購

入
限

度
額

は
、

5
,
0
0
0
千

円
と

定
め

る
。

令
和

８
年

３
月

６
日

提
出

矢
吹

町
長

 
 
 
 
蛭

田
　

泰
昭

起
債

の
目

的
限

度
額

起
債

の
方

法
利

　
　

　
率

償
　

還
　

の
　

方
　

法

配
水

管
布

設
事

業
債

　
　

　
　

　
　

千
円

　
  114,000

普
通

貸
借

又
は

債
券

発
行

5.0％
以

内
（

た
だ

し
、

利
率

見
直

し
方

式
で

借
り

入
れ

る
資

金
に

つ
い

て
、

利
率

の
見

直
し

を
行

っ
た

後
に

お
い

て
は

、
当

該
見

直
し

後
の

利
率

）

政
府

資
金

に
つ

い
て

は
そ

の
融

資
条

件
に

よ
り

、
銀

行
そ

の
他

の
場

合
に

つ
い

て
は

そ
の

債
権

者
と

協
定

す
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
た

だ
し

、
水

道
事

業
会

計
の

都
合

に
よ

り
据

置
期

間
及

び
償

還
期

間
を

短
縮

し
、

若
し

く
は

繰
上

償
還

又
は

低
利

債
に

借
り

換
え

る
こ

と
が

で
き

る
。

-25-
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収
 
 
 
 
 
 
 
 
入

 
 
 
 
 
 
款

 
 
 
 
 
 
項

 
 
 
 
 
 
 
目

予
定

額

 
1
水

道
事

業
収

益
4
2
7
,
3
8
7

 
1
営

業
収

益
4
0
0
,
2
1
7

 
1
給

水
収

益
3
7
7
,
2
0
0

 
2
受

託
工

事
収

益
5
,
5
0
0

 
3
そ

の
他

営
業

収
益

1
7
,
5
1
7

 
2
営

業
外

収
益

2
7
,
1
6
8

 
1
受

取
利

息
3
0
0

 
2
雑

収
益

4
6

 
3
他

会
計

負
担

金
1
,
0
0
0

 
4
他

会
計

補
助

金
1
0
,
0
0
0

 
5
長

期
前

受
金

戻
入

1
5
,
8
2
2

 
3
特

別
利

益
2

 
1
固

定
資

産
売

却
益

1

 
2
過

年
度

損
益

修
正

益
1

令
和

８
年

度
矢

吹
町

水
道

事
業

会
計

予
算

実
施

計
画

収
 
益

 
的

 
収

 
入

 
及

 
び

 
支

 
出

（
単

位
：

千
円

）

備
 
 
 
 
考

-26-
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支
 
 
 
 
 
 
 
 
出

 
 
 
 
 
 
款

 
 
 
 
 
 
項

 
 
 
 
 
 
 
目

予
定

額

 
1
水

道
事

業
費

用
4
4
7
,
1
0
9

 
1
営

業
費

用
4
1
7
,
6
5
8

 
1
原

水
及

び
浄

水
費

1
7
7
,
7
1
2

 
2
配

水
及

び
給

水
費

3
2
,
2
9
3

 
3
受

託
工

事
費

5
,
5
0
0

 
4
総

係
費

6
1
,
5
2
7

 
5
減

価
償

却
費

1
3
9
,
5
9
5

 
6
資

産
減

耗
費

1
,
0
0
1

 
7
そ

の
他

営
業

費
用

3
0

 
2
営

業
外

費
用

2
6
,
4
0
1

 
1
支

払
利

息
及

び
企

業
債

取
扱

諸
費

1
1
,
4
0
1

 
2
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
1
5
,
0
0
0

 
3
特

別
損

失
1
,
0
5
0

 
1
固

定
資

産
売

却
損

5
0

 
2
過

年
度

損
益

修
正

損
1
,
0
0
0

 
4
予

備
費

2
,
0
0
0

 
1
予

備
費

2
,
0
0
0

（
単

位
：

千
円

）

備
 
 
 
 
考

-27-
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収
 
 
 
 
 
 
 
 
入

 
 
 
 
 
 
款

 
 
 
 
 
 
項

 
 
 
 
 
 
 
目

予
定

額

 
1
資

本
的

収
入

1
2
6
,
0
0
1

 
1
企

業
債

1
1
4
,
0
0
0

 
1
企

業
債

1
1
4
,
0
0
0

 
2
他

会
計

負
担

金
1
2
,
0
0
0

 
1
他

会
計

負
担

金
1
2
,
0
0
0

 
3
固

定
資

産
売

却
代

金
1

 
1
固

定
資

産
売

却
代

金
1

資
 
本

 
的

 
収

 
入

 
及

 
び

 
支

 
出

（
単

位
：

千
円

）

備
 
 
 
 
考

-28-

-28-



支
 
 
 
 
 
 
 
 
出

 
 
 
 
 
 
款

 
 
 
 
 
 
項

 
 
 
 
 
 
 
目

予
定

額

 
1
資

本
的

支
出

1
9
6
,
0
1
7

 
1
建

設
改

良
費

1
2
2
,
8
0
0

 
1
配

水
設

備
費

1
2
0
,
0
0
0

 
2
営

業
設

備
費

2
,
8
0
0

 
2
企

業
債

償
還

金
7
2
,
2
1
7

 
1
企

業
債

償
還

金
7
2
,
2
1
7

 
3
予

備
費

1
,
0
0
0

 
1
予

備
費

1
,
0
0
0

（
単

位
：

千
円

）

備
 
 
 
 
考

-29-

-29-



議
案
第
１
６
　
　

号

　
(
総
則
)

第
 
1
 
条
　
令
和
８
年
度
矢
吹
町
下
水
道
事
業
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
(
業
務
の
予
定
量
)

第
 
2
 
条
　
公
共
下
水
道
事
業
の
業
務
の
予
定
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
1
）
接
続
戸
数

4
,
7
1
4
戸
 
 

（
2
）
年
間
総
処
理
水
量

1
,
3
4
5
,
0
0
0
㎥
 
 

（
3
）
一
日
平
均
処
理
水
量

3
,
6
8
5
㎥
 
 

（
4
）
主
要
な
建
設
改
良
事
業

1
）
管
渠
建
設
改
良
費

8
2
,
0
0
0
千
円
 
 

2
）
流
域
下
水
道
建
設
負
担
金

7
,
6
0
0
千
円
 
 

　
2
　
農
業
集
落
排
水
事
業
の
業
務
の
予
定
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
1
）
接
続
戸
数

5
7
0
戸
 
 

（
2
）
年
間
総
処
理
水
量

1
7
1
,
8
6
0
㎥
 
 

（
3
）
一
日
平
均
処
理
水
量

4
7
1
㎥
 
 

　
(
収
益
的
収
入
及
び
支
出
)

第
 
3
 
条
　
収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
。

収
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
入

　
第
 
1
 
款
 
公
共
下
水
道
事
業
収
益

4
2
7
,
9
3
6
 
千
円
 
 

　
　
第
 
1
 
項
 
営
業
収
益

1
4
7
,
2
8
6
 
千
円
 
 

　
　
第
 
2
 
項
 
営
業
外
収
益

2
7
7
,
6
5
0
 
千
円
 
 

　
　
第
 
3
 
項
 
特
別
利
益

3
,
0
0
0
 
千
円
 
 

　
第
 
2
 
款
 
農
業
集
落
排
水
事
業
収
益

1
6
0
,
9
8
2
 
千
円
 
 

　
　
第
 
1
 
項
 
営
業
収
益

2
6
,
4
0
0
 
千
円
 
 

　
　
第
 
2
 
項
 
営
業
外
収
益

1
3
4
,
5
8
2
 
千
円
 
 

　
合
　
　
　
計
　

5
8
8
,
9
1
8
 
千
円
 
 

支
出

　
第
 
1
 
款
 
公
共
下
水
道
事
業
費
用

4
1
1
,
4
0
0
 
千
円
 
 

　
　
第
 
1
 
項
 
営
業
費
用

3
7
4
,
9
1
7
 
千
円
 
 

　
　
第
 
2
 
項
 
営
業
外
費
用

3
3
,
9
8
3
 
千
円
 
 

　
　
第
 
3
 
項
 
特
別
損
失

5
0
0
 
千
円
 
 

　
　
第
 
4
 
項
 
予
備
費

2
,
0
0
0
 
千
円
 
 

　
第
 
2
 
款
 
農
業
集
落
排
水
事
業
費
用

1
7
7
,
0
5
3
 
千
円
 
 

　
　
第
 
1
 
項
 
営
業
費
用

1
6
5
,
6
2
3
 
千
円
 
 

　
　
第
 
2
 
項
 
営
業
外
費
用

1
0
,
3
3
0
 
千
円
 
 

　
　
第
 
3
 
項
 
特
別
損
失

1
0
0
 
千
円
 
 

　
　
第
 
4
 
項
 
予
備
費

1
,
0
0
0
 
千
円
 
 

　
合
　
　
　
計
　

5
8
8
,
4
5
3
 
千
円
 
 

令
和
８
年
度
矢
吹
町
下
水
道
事
業
会
計
予
算

-30-

-30-



　
(
資
本
的
収
入
及
び
支
出
)

第
 
4
 
条
　
資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
（
資
本
的
収
入
額

 
 
 
が
資
本
的
支
出
額
に
対
し
不
足
す
る
額
1
2
2
,
5
0
7
千
円
は
当
年
度
分
消
費
税
及
び
地
方

 
 
 
消
費
税
資
本
的
収
支
調
整
額
8
,
1
4
5
千
円
、
過
年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金
9
1
,
9
3
0
千
円
、

 
 
 
当
年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金
2
2
,
4
3
2
千
円
で
補
て
ん
す
る
も
の
と
す
る
。
）
。

収
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
 
入

　
第
 
1
 
款
 
公
共
下
水
道
事
業
資
本
的
収
入

2
1
3
,
1
6
9
 
千
円
 
 

　
　
第
 
1
 
項
 
企
業
債

1
6
2
,
7
0
0
 
千
円
 
 

　
　
第
 
2
 
項
 
他
会
計
負
担
金

2
3
,
0
0
0
 
千
円
 
 

　
　
第
 
3
 
項
 
補
助
金

2
4
,
0
6
4
 
千
円
 
 

　
　
第
 
4
 
項
 
負
担
金

3
,
4
0
5
 
千
円
 
 

　
第
 
2
 
款
 
農
業
集
落
排
水
事
業
資
本
的
収
入

9
3
,
5
4
0
 
千
円
 
 

　
　
第
 
1
 
項
 
企
業
債

8
2
,
2
0
0
 
千
円
 
 

　
　
第
 
2
 
項
 
他
会
計
負
担
金

1
1
,
0
0
0
 
千
円
 
 

　
　
第
 
3
 
項
 
負
担
金

3
4
0
 
千
円
 
 

　
合
　
　
計
　

3
0
6
,
7
0
9
 
千
円
 
 

支
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
 
出

　
第
 
1
 
款
 
公
共
下
水
道
事
業
資
本
的
支
出

2
9
9
,
4
9
9
 
千
円
 
 

　
　
第
 
1
 
項
 
建
設
改
良
費

8
9
,
6
0
0
 
千
円
 
 

　
　
第
 
2
 
項
 
企
業
債
償
還
金

2
0
9
,
8
9
9
 
千
円
 
 

　
第
 
2
 
款
 
農
業
集
落
排
水
事
業
資
本
的
支
出

1
2
9
,
7
1
7
 
千
円
 
 

　
　
第
 
1
 
項
 
企
業
債
償
還
金

1
2
9
,
7
1
7
 
千
円
 
 

　
合
　
　
計
　

4
2
9
,
2
1
6
 
千
円
 
 

-31-
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（
債
務
負
担
行
為
）

第
 
5
 
条
　
債
務
負
担
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
、
期
間
及
び
限
度
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
。

事
　

　
　

項

水
洗

便
所

改
造

資
金

利
子

補
給

事
業

水
洗

便
所

改
造

資
金

損
失

保
証

 
（
企
業
債
）

第
 
6
 
条
　
起
債
の
目
的
、
限
度
額
、
起
債
の
方
法
、
利
率
及
び
償
還
の
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
。

起
債

の
目

的
限

度
額

起
債

の
方

法
利

　
　

　
率

償
　

　
還

　
　

の
　

　
方

　
　

法

公
共

下
水

道
事

業
債

千
円

　
　

5
1
,
0
0
0
普

通
貸

借
又

は
債

券
発

行

5
.
0
％

以
内

（
た

だ
し

、
利

率
見

直
し

方
式

で
借

り
入

れ
る

資
金

に
つ

い
て

、
利

率
の

見
直

し
を

行
っ

た
後

に
お

い
て

は
、

当
該

見
直

し
後

の
利

率
）

政
府

資
金

に
つ

い
て

は
そ

の
融

資
条

件
に

よ
り

、
銀

行
そ

の
他

の
場

合
に

つ
い

て
は

そ
の

債
権

者
と

協
定

す
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
た

だ
し

、
下

水
道

事
業

会
計

の
都

合
に

よ
り

据
置

期
間

及
び

償
還

期
間

を
短

縮
し

、
若

し
く

は
繰

上
償

還
又

は
低

利
債

に
借

り
換

え
る

こ
と

が
で

き
る

。

資
本

費
平

準
化

債
（

公
共

下
水

道
）

千
円

　
　

9
6
,
0
0
0
普

通
貸

借
又

は
債

券
発

行

5
.
0
％

以
内

（
た

だ
し

、
利

率
見

直
し

方
式

で
借

り
入

れ
る

資
金

に
つ

い
て

、
利

率
の

見
直

し
を

行
っ

た
後

に
お

い
て

は
、

当
該

見
直

し
後

の
利

率
）

政
府

資
金

に
つ

い
て

は
そ

の
融

資
条

件
に

よ
り

、
銀

行
そ

の
他

の
場

合
に

つ
い

て
は

そ
の

債
権

者
と

協
定

す
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
た

だ
し

、
下

水
道

事
業

会
計

の
都

合
に

よ
り

据
置

期
間

及
び

償
還

期
間

を
短

縮
し

、
若

し
く

は
繰

上
償

還
又

は
低

利
債

に
借

り
換

え
る

こ
と

が
で

き
る

。

下
水

道
事

業
債

特
別

措
置

分
（

公
共

下
水

道
）

千
円

　
　

8
,
1
0
0
普

通
貸

借
又

は
債

券
発

行

5
.
0
％

以
内

（
た

だ
し

、
利

率
見

直
し

方
式

で
借

り
入

れ
る

資
金

に
つ

い
て

、
利

率
の

見
直

し
を

行
っ

た
後

に
お

い
て

は
、

当
該

見
直

し
後

の
利

率
）

政
府

資
金

に
つ

い
て

は
そ

の
融

資
条

件
に

よ
り

、
銀

行
そ

の
他

の
場

合
に

つ
い

て
は

そ
の

債
権

者
と

協
定

す
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
た

だ
し

、
下

水
道

事
業

会
計

の
都

合
に

よ
り

据
置

期
間

及
び

償
還

期
間

を
短

縮
し

、
若

し
く

は
繰

上
償

還
又

は
低

利
債

に
借

り
換

え
る

こ
と

が
で

き
る

。

流
域

下
水

道
事

業
債

千
円

　
　

7
,
6
0
0
普

通
貸

借
又

は
債

券
発

行

5
.
0
％

以
内

（
た

だ
し

、
利

率
見

直
し

方
式

で
借

り
入

れ
る

資
金

に
つ

い
て

、
利

率
の

見
直

し
を

行
っ

た
後

に
お

い
て

は
、

当
該

見
直

し
後

の
利

率
）

政
府

資
金

に
つ

い
て

は
そ

の
融

資
条

件
に

よ
り

、
銀

行
そ

の
他

の
場

合
に

つ
い

て
は

そ
の

債
権

者
と

協
定

す
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
た

だ
し

、
下

水
道

事
業

会
計

の
都

合
に

よ
り

据
置

期
間

及
び

償
還

期
間

を
短

縮
し

、
若

し
く

は
繰

上
償

還
又

は
低

利
債

に
借

り
換

え
る

こ
と

が
で

き
る

。

資
本

費
平

準
化

債
（

農
業

集
落

排
水

）
千

円
　

　
8
2
,
2
0
0
普

通
貸

借
又

は
債

券
発

行

5
.
0
％

以
内

（
た

だ
し

、
利

率
見

直
し

方
式

で
借

り
入

れ
る

資
金

に
つ

い
て

、
利

率
の

見
直

し
を

行
っ

た
後

に
お

い
て

は
、

当
該

見
直

し
後

の
利

率
）

政
府

資
金

に
つ

い
て

は
そ

の
融

資
条

件
に

よ
り

、
銀

行
そ

の
他

の
場

合
に

つ
い

て
は

そ
の

債
権

者
と

協
定

す
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
た

だ
し

、
下

水
道

事
業

会
計

の
都

合
に

よ
り

据
置

期
間

及
び

償
還

期
間

を
短

縮
し

、
若

し
く

は
繰

上
償

還
又

は
低

利
債

に
借

り
換

え
る

こ
と

が
で

き
る

。

期
　

　
　

間
限

　
　

　
度

　
　

　
額

自
　

令
和

8
年

度
 
至

　
令

和
1
3
年

度
1
0
,
0
0
0
千

円
に

対
す

る
年

利
　

4
.
5
％

以
内

の
元

金
償

還
金

に
係

る
利

子
の

総
額

自
　

令
和

8
年

度
 
至

　
令

和
1
3
年

度
1
0
,
0
0
0
千

円
に

対
す

る
年

利
　

4
.
5
％

以
内

の
元

金
償

還
金

に
係

る
元

金
、

利
子

及
び

遅
延

利
息

に
対

す
る

損
失

保
証
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（
一
時
借
入
金
）

第
 
7
 
条
　
一
時
借
入
金
の
限
度
額
は
、
2
0
0
,
0
0
0
千
円
と
定
め
る
。

（
予
定
支
出
の
各
項
の
経
費
の
金
額
の
流
用
）

第
 
8
 
条
　
予
定
支
出
の
各
項
の
経
費
の
金
額
を
流
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り

　
 
と
定
め
る
。

　
　
　
（
1
）
各
款
の
営
業
費
用
と
営
業
外
費
用
の
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
（
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
流
用
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
経
費
）

第
 
9
 
条
　
次
に
掲
げ
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
経
費
の
金
額
を
、
そ
れ
以
外
の
経
費
の
金
額
に

　
 
流
用
し
、
又
は
そ
れ
以
外
の
経
費
を
そ
の
経
費
の
金
額
に
流
用
す
る
場
合
は
、
議
会
の
議
決
を

　
 
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
（
1
）
職
員
給
与
費

4
0
,
8
7
0
千
円

 
（
他
会
計
か
ら
の
補
助
金
）

第
 
1
0
 
条
　
下
水
道
事
業
運
営
を
補
助
す
る
た
め
、
一
般
会
計
か
ら
こ
の
会
計
へ
補
助
を
受
け
る

　
 
金
額
は
、
2
4
3
,
0
0
0
千
円
で
あ
る
。

 
（
た
な
卸
資
産
の
購
入
限
度
額
）

第
 
1
1
 
条
　
た
な
卸
資
産
の
購
入
限
度
額
は
、
5
,
0
0
0
千
円
と
定
め
る
。

　
　
令
和
８
年
３
月
６
日
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
 
 
 
 
 
 
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
矢
吹
町
長
　
蛭
田
　
泰
昭
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収
 
 
 
 
 
 
 
 
入

 
 
 
 
 
 
款

 
 
 
 
 
 
項

 
 
 
 
 
 
 
目

予
定

額

 
1
公

共
下

水
道

事
業

収
益

4
2
7
,
9
3
6

 
1
営

業
収

益
1
4
7
,
2
8
6

 
1
公

共
下

水
道

使
用

料
1
4
7
,
2
0
0

 
2
そ

の
他

営
業

収
益

8
6

 
2
営

業
外

収
益

2
7
7
,
6
5
0

 
1
受

取
利

息
及

び
配

当
金

5
0

 
2
他

会
計

負
担

金
2
,
0
0
0

 
3
他

会
計

補
助

金
1
6
7
,
0
0
0

 
4
補

助
金

2
,
0
0
0

 
5
長

期
前

受
金

戻
入

1
0
6
,
5
9
9

 
6
雑

収
益

1

 
3
特

別
利

益
3
,
0
0
0

 
1
過

年
度

損
益

修
正

益
3
,
0
0
0

 
2
農

業
集

落
排

水
事

業
収

益
1
6
0
,
9
8
2

 
1
営

業
収

益
2
6
,
4
0
0

 
1
農

業
集

落
排

水
施

設
使

用
料

2
6
,
4
0
0

 
2
営

業
外

収
益

1
3
4
,
5
8
2

 
1
他

会
計

補
助

金
7
6
,
0
0
0

 
2
長

期
前

受
金

戻
入

5
8
,
5
8
1

 
3
雑

収
益

1

令
和

８
年

度
矢

吹
町

下
水

道
事

業
会

計
予

算
実

施
計

画

収
 
益
 
的
 
収
 
入
 
及
 
び
 
支
 
出

（
単

位
：

千
円

）

備
 
 
 
 
考
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支
 
 
 
 
 
 
 
 
出

 
 
 
 
 
 
款

 
 
 
 
 
 
項

 
 
 
 
 
 
 
目

予
定

額

 
1
公

共
下

水
道

事
業

費
用

4
1
1
,
4
0
0

 
1
営

業
費

用
3
7
4
,
9
1
7

 
1
管

渠
費

3
4
,
3
2
3

 
2
業

務
費

7
,
8
5
3

 
3
総

係
費

3
6
,
0
8
1

 
4
流

域
下

水
道

維
持

管
理

負
担

金
7
8
,
1
4
5

 
5
減

価
償

却
費

2
1
7
,
5
1
5

 
6
資

産
減

耗
費

1
,
0
0
0

 
2
営

業
外

費
用

3
3
,
9
8
3

 
1
支

払
利

息
及

び
企

業
債

取
扱

諸
費

2
8
,
5
8
3

 
2
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
5
,
4
0
0

 
3
特

別
損

失
5
0
0

 
1
過

年
度

損
益

修
正

損
5
0
0

 
4
予

備
費

2
,
0
0
0

 
1
予

備
費

2
,
0
0
0

 
2
農

業
集

落
排

水
事

業
費

用
1
7
7
,
0
5
3

 
1
営

業
費

用
1
6
5
,
6
2
3

 
1
管

渠
費

1
9
,
6
9
3

 
2
処

理
場

費
3
0
,
3
0
8

 
3
業

務
費

9
8
7

 
4
総

係
費

9
,
5
9
2

 
5
減

価
償

却
費

1
0
5
,
0
4
3

（
単

位
：

千
円

）

備
 
 
 
 
考
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款

 
 
 
 
 
 
項

 
 
 
 
 
 
 
目

予
定

額

 
2
営

業
外

費
用

1
0
,
3
3
0

 
1
支

払
利

息
及

び
企

業
債

取
扱

諸
費

1
0
,
3
3
0

 
3
特

別
損

失
1
0
0

 
1
過

年
度

損
益

修
正

損
1
0
0

 
4
予

備
費

1
,
0
0
0

 
1
予

備
費

1
,
0
0
0

（
単

位
：

千
円

）

備
 
 
 
 
考
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収
 
 
 
 
 
 
 
 
入

 
 
 
 
 
 
款

 
 
 
 
 
 
項

 
 
 
 
 
 
 
目

予
定

額

 
1
公

共
下

水
道

事
業

資
本

的
収

入
2
1
3
,
1
6
9

 
1
企

業
債

1
6
2
,
7
0
0

 
1
建

設
改

良
債

5
9
,
1
0
0

 
2
流

域
下

水
道

債
7
,
6
0
0

 
3
資

本
費

平
準

化
債

9
6
,
0
0
0

 
2
他

会
計

負
担

金
2
3
,
0
0
0

 
1
他

会
計

負
担

金
2
3
,
0
0
0

 
3
補

助
金

2
4
,
0
6
4

 
1
国

庫
補

助
金

2
4
,
0
0
0

 
2
県

補
助

金
6
4

 
4
負

担
金

3
,
4
0
5

 
1
受

益
者

負
担

金
3
,
3
1
5

 
2
受

益
者

分
担

金
9
0

 
2
農

業
集

落
排

水
事

業
資

本
的

収
入

9
3
,
5
4
0

 
1
企

業
債

8
2
,
2
0
0

 
2
資

本
費

平
準

化
債

8
2
,
2
0
0

 
2
他

会
計

負
担

金
1
1
,
0
0
0

 
1
他

会
計

負
担

金
1
1
,
0
0
0

 
3
負

担
金

3
4
0

 
1
受

益
者

分
担

金
3
4
0

資
 
本
 
的
 
収
 
入
 
及
 
び
 
支
 
出

（
単

位
：

千
円

）

備
 
 
 
 
考
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支
出

款
項

目
予

定
額

 
1
公

共
下

水
道

事
業

資
本

的
支

出
2
9
9
,
4
9
9

 
1
建

設
改

良
費

8
9
,
6
0
0

 
1
管

渠
建

設
改

良
費

8
2
,
0
0
0

 
2
流

域
下

水
道

建
設

負
担

金
7
,
6
0
0

 
2
企

業
債

償
還

金
2
0
9
,
8
9
9

 
1
建

設
改

良
債

償
還

金
2
0
9
,
8
9
9

 
2
農

業
集

落
排

水
事

業
資

本
的

支
出

1
2
9
,
7
1
7

 
1
企

業
債

償
還

金
1
2
9
,
7
1
7

 
1
建

設
改

良
債

償
還

金
1
2
9
,
7
1
7

（
単

位
：

千
円

）

備
 
 
 
 
考

-38-

-38-


	0_表紙＆目次.pdf
	予算書会計一式（2.13修正）.pdf
	１_一般会計.pdf
	2_国保特会.pdf
	5_土地造.pdf
	9_介護特会.pdf
	10_後期高齢特会.pdf
	20_●R8当初予算　水道事業会計議案書.pdf
	10-1　R8当初予算議案
	10-2　R8予算実施計画

	30_●R8当初予算　下水道事業会計議案書.pdf
	10-1　R8当初予算　下水道事業会計議案
	10-2　R8当初予算　下水道事業会計予算実施計画





